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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：令和６年５月２９日（令和６年（行個）諮問第８３号） 

答申日：令和７年５月２８日（令和７年度（行個）答申第１１号） 

事件名：本人に係る労働局長の助言・指導処理票及び労働相談票の一部開示

決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   別紙の２に掲げる２文書に記録された保有個人情報（以下、併せて

「本件対象保有個人情報」という。）につき、その一部を不開示とした決

定について、諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分は、不開示と

することが妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、個人情報の保護に関する法律（以下「法」と

いう。）７６条１項の規定に基づく開示請求に対し、栃木労働局長（以下

「処分庁」という。）が、令和６年１月１８日付け栃労発総０１１８第５

号により行った一部開示決定（以下「原処分」という。）について、その

取消しを求めるというものである。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は、審査請求書の記載によると、

おおむね以下のとおりである。 

労働局受付では、開示すると言ったのに、第三者の開示できないと言

われた。 

これが無いと裁判に勝てないと弁護士に言われました。 

  第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求の経緯 

（１）審査請求人は、開示請求者として、令和５年１１月２０日付け（同

月２２日受付）で、処分庁に対して、法７６条１項の規定に基づき、

別紙の１に係る保有個人情報の開示請求を行った。 

（２）これに対して、処分庁が原処分を行ったところ、審査請求人は、こ

れを不服として、令和６年３月７日付け（同月１１日受付）で本件審

査請求を提起したものである。 

２ 諮問庁としての考え方 
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本件審査請求については、原処分で不開示とした部分のうち、一部を

新たに開示し、その余の部分については、不開示となる根拠条項として

法７８条１項３号イ及び７号柱書きを追加した上で、不開示を維持する

ことが妥当である。 

３ 理由 

（１）本件対象保有個人情報の特定について 

本件対象保有個人情報が記載された行政文書は、別紙の２に掲げる

２文書である。 

（２）不開示情報該当性について 

ア 法７８条１項２号該当性について 

別表に記載した本件対象保有個人情報のうち、文書番号１の①及

び文書番号２の③の不開示部分には、審査請求人以外の特定の個人

の連絡先である氏名、職名、電話番号などが記載されており、当該

部分は、審査請求人以外の特定の個人を識別することができる情報

であることから、法７８条１項２号に該当し、かつ、同号ただし書

イないしハのいずれにも該当しないため、不開示を維持することが

妥当である。 

イ 法７８条１項３号イ及びロ該当性について 

別表に記載した本件対象保有個人情報のうち、文書番号１の②及

び文書番号２の④の不開示部分には、特定法人の主張内容等が含ま

れている。これらの情報は、開示することにより、当該法人の権利、

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報であるこ

とから、法７８条１項３号イに該当するため、不開示とすることが

妥当である。 

ウ 法７８条１項７号柱書き該当性について 

別表に記載した本件対象保有個人情報のうち、文書番号１の②及

び文書番号２の④の不開示部分には、特定法人の主張内容等の情報

が含まれている。これらの情報は、開示することにより、法人等の

関係者が労働局に対し事実を述べることや関係資料を提出すること

などについて非協力的となるなど、個別労働紛争解決制度の助言・

指導の実施に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情

報であり、法７８条１項７号柱書きに該当するため、不開示を維持

することが妥当である。 

（３）新たに開示する部分について 

文書番号２の③及び④の不開示部分のうち、別表の４欄に掲げる部

分を除く部分については、法７８条１項各号に定める不開示情報に該

当しないことから、新たに開示することとする。 

（４）審査請求人の主張について 
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審査請求人は、審査請求書の「４ 審査請求の趣旨及び理由」（上

記第２の２）において、「労働局の受付では、開示すると言ったか

ら」などと開示を求める理由を述べているが、法に基づく開示請求に

ついては、法７８条１項各号に基づいて開示、不開示を判断するもの

であり、本件対象保有個人情報の不開示情報該当性については、上記

（２）で述べたとおりであるから、その主張は、本件対象保有個人情

報の開示決定等の結論に影響を及ぼすものではない。 

４ 結論 

以上のとおり、本件審査請求については、原処分における不開示部分

のうち、上記３（３）に掲げる情報を新たに開示した上で、その余の部

分については、不開示を維持することが妥当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行っ

た。 

① 令和６年５月２９日  諮問の受理 

② 同日         諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年６月１３日    審議 

④ 令和７年４月２１日  委員の交代に伴う所要の手続の実施並び

に本件対象保有個人情報の見分及び審議 

⑤ 同年５月２１日     審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求に対し、処分庁は、本件対象保有個人情報の一部につい

て、法７８条１項２号に該当するとして不開示とする原処分を行った。 

これに対し、審査請求人は、不開示部分の開示を求めており、諮問庁

は、原処分で不開示とした部分のうち、一部を新たに開示するとし、そ

の余の部分（別表の４欄に掲げる部分。以下「不開示維持部分」とい

う。）については、不開示理由に法７８条１項３号イ及び７号柱書きを

追加した上で、なお不開示を維持すべきとしていることから、以下、本

件対象保有個人情報を見分した結果を踏まえ、不開示維持部分の不開示

情報該当性について検討する。 

２ 不開示維持部分の不開示情報該当性について 

（１）法７８条１項２号該当性 

通番１及び通番３の不開示部分には、本件労働相談の処理に対応し

た特定法人側職員の氏名、職名等が記載されている。 

当該部分は、法７８条１項２号本文前段に規定する審査請求人以外

の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるも

のに該当する。当該部分は、審査請求人が知り得るものとは認められ
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ないことから、同号ただし書イには該当せず、同号ただし書ロ及びハ

に該当する事情も認められない。また、当該部分は個人識別部分であ

ることから、法７９条２項による部分開示の余地もない。 

したがって、当該部分は法７８条１項２号に該当し、不開示とする

ことは妥当である。 

（２）法７８条１項３号イ及び７号柱書き該当性 

通番２及び通番４の不開示部分には、特定法人から聴取した内容等

が具体的に記載されていることが認められる。 

労働局が行う個別労働紛争解決制度は、関係者の協力を得ながら紛

争解決を促すものであることから、当該部分を開示すれば、労働局に

対し事実を述べることや関係資料を提出することなどについて法人等

の関係者が非協力的となるなど、個別労働紛争解決制度における助

言・指導の実施に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

と認められる。したがって、当該部分は、法７８条１項７号柱書きに

該当し、同項３号イについて判断するまでもなく、不開示とすること

は妥当である。 

３ 審査請求人の主張について 

審査請求人は、その他種々主張するが、いずれも当審査会の上記判断

を左右するものではない。 

４ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから、本件対象保有個人情報につき、その一部を法７８条

１項２号に該当するとして不開示とした決定については、諮問庁が同項

２号、３号イ及び７号柱書きに該当するとしてなお不開示とすべきとし

ている部分は、同項２号及び７号柱書きに該当すると認められるので、

同項３号イについて判断するまでもなく、不開示とすることが妥当であ

ると判断した。 

（第３部会） 

委員 稲山文男、委員 久末弥生、委員 芳仲美惠子 
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別 紙 

 

１ 本件開示請求の対象とされた保有個人情報 

「私が５年特定月Ａ末から特定月Ｂ頃に、特定労働基準監督署にて相談

した時に、相手側（特定法人）に連絡して確認した給料特定万と解雇と言

った時の開示が必須です。雇用環境・均等室の口頭助言制度を利用した関

係書類一切」に記録された保有個人情報 

 

２ 本件対象保有個人情報 

以下の文書に記録された審査請求人を本人する保有個人情報 

（１）労働局長の助言・指導処理票 

（２）労働相談票 
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別 表 

 

（注）諮問庁が作成した理由説明書の別表を基に、審査会事務局において作

成。 

１ 

文書 

番号 

２ 

対象文書名 

３ 

頁数 

４ 

不開示維持部分 

５ 

法７８条 

１項各号 

該当性 

６ 

通

番 

１ 労働局長の

助言・指導

処理票 

１ない

し３ 

① ３頁「年・月・日」欄が「令

和０５年０７月１０日」のうち上

段の「処理経過」欄１行目１１文

字目ないし１７文字目、８行目８

文字目ないし１４文字目、「年・

月・日」欄が「令和０５年０７月

１０日」のうち下段の「処理経

過」欄２行目１文字目ないし８文

字目 

２号 

 

１ 

② ３頁「年・月・日」欄が「令

和０５年０７月１０日」のうち上

段の「処理経過」欄８行目１９文

字目ないし１０行目最終文字、１

１行目３４文字目ないし１３行目

最終文字 

３号イ及

び７号柱

書き 

２ 

２ 労働相談票 

 

４ない

し１１ 

 

③ １０頁「氏名」欄、「性別」

欄、「氏名を明らかにすること」

欄の上部記載部分、「事業場名」

欄、「相談者との関係」欄 

２号 

 

３ 

④ １０頁「受付年月日」欄、

「相談方法」欄、「所在地」欄、

左部に「１」、「２」、「３」と

記載された行の「所掌分類」欄及

び「相談の内容」欄、左部に

「１」、「３」と記載された行の

「相談の区分」欄、「個別労働関

係紛争有無」欄、「＜相談の内容

＞」欄、１１頁最上段記載部分 

３号イ及

び７号柱

書き 

４ 


